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（
内
閣
委
員
会
）

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要

旨

本
法
律
案
は
、
人
事
院
の
国
会
及
び
内
閣
に
対
す
る
平
成
二
十
六
年
八
月
七
日
付
け
の
職
員
の
給
与
改
定
に
関
す
る
勧
告
に

鑑
み
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
俸
給
月
額
、
初
任
給
調
整
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
及
び
勤
勉
手
当
並
び
に
非
常

勤
の
委
員
、
顧
問
、
参
与
等
に
支
給
す
る
手
当
の
額
の
改
定
並
び
に
地
域
手
当
の
級
地
の
区
分
及
び
支
給
割
合
並
び
に
広
域
異

動
手
当
の
支
給
割
合
の
改
定
を
行
う
と
と
も
に
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
要
件
で
あ
る
勤
務
の
範
囲
を
広
げ
、
再
任

用
職
員
に
つ
い
て
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
、
あ
わ
せ
て
、
寒
冷
地
手
当
の
支
給
地
域
の
改
定
を
行
う
等
の
措
置

を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

平
成
二
十
六
年
度
の
給
与
改
定

ア

指
定
職
俸
給
表
を
除
く
全
て
の
俸
給
表
の
俸
給
月
額
を
若
年
層
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
広
い
範
囲
の
号
俸
に
つ
い
て

引
き
上
げ
る
。
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イ

勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
を
年
間
○
・
一
五
月
分
引
き
上
げ
る
。

ウ

通
勤
手
当
に
つ
い
て
、
交
通
用
具
使
用
者
に
対
す
る
手
当
の
月
額
を
引
き
上
げ
る
。

エ

初
任
給
調
整
手
当
に
つ
い
て
、
医
療
職
俸
給
表

の
適
用
を
受
け
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
並
び
に
医
療
職
俸
給
表

以
外
の
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
う
ち
、
医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す

る
官
職
を
占
め
る
職
員
に
対
す
る
支
給
月
額
の
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
。

２

給
与
制
度
の
総
合
的
見
直
し

ア

医
療
職
俸
給
表

を
除
く
全
て
の
俸
給
表
の
俸
給
月
額
を
初
任
給
に
係
る
号
俸
等
を
除
い
て
引
き
下
げ
る
。

イ

地
域
手
当
の
級
地
区
分
及
び
支
給
割
合
を
見
直
す
。

ウ

広
域
異
動
手
当
の
支
給
割
合
を
引
き
上
げ
る
。

エ

単
身
赴
任
手
当
に
つ
い
て
、
基
礎
額
及
び
職
員
の
住
居
と
配
偶
者
の
住
居
と
の
間
の
交
通
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
加

算
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
額
の
限
度
を
引
き
上
げ
る
。

オ

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
管
理
監
督
職
員
が
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り

平
日
午
前
零
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
勤
務
し
た
場
合
に
お
い
て
も
支
給
す
る
。
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カ

非
常
勤
の
委
員
、
顧
問
、
参
与
等
に
支
給
す
る
手
当
に
つ
い
て
、
限
度
額
を
引
き
下
げ
る
。

キ

五
十
五
歳
を
超
え
る
特
定
職
員
の
俸
給
月
額
等
の
減
額
支
給
の
期
間
を
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
と

す
る
。

３

再
任
用
職
員
に
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
す
る
。

二
、
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

寒
冷
地
手
当
の
支
給
地
域
を
見
直
す
。

三
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
一
の
２
及
び
３
並
び
に
二
は
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
し
、
一
の
１
ア
、
ウ
及
び
エ
は
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
。


